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（１３時００分 開会）

１ 開会宣言 

【渡邊教育長】 

ただいまから教育委員会臨時会を開会いたします。 

それでは、議題に入る前に、４月１日付けで事務局の異動がございましたので、事務局の方か

ら自己紹介をお願いいたします。

（事務局 自己紹介） 

２ 開催時間

【渡邊教育長】

 本日の会期は、１３時から１３時３０分までといたします。

３ 傍聴 （傍聴者 １名）

【渡邊教育長】

 傍聴でございますが、本日は傍聴の申し出がございますので、川崎市教育委員会会議規則第１

３条により、許可することに異議はございませんでしょうか。また、川崎市教育委員会傍聴人規

則第２条により、本日の傍聴人の定員を２０名程度とし、先着順としてよろしいでしょうか。 

【各委員】

＜了承＞

【渡邊教育長】 

それでは、異議なしとして傍聴を許可いたします。 

４ 署名人

【渡邊教育長】

 次に、署名人でございます。本日の会議録署名人は、川崎市教育委員会会議規則第１５条の規

定により、吉崎委員と濱谷委員にお願いをいたします。 

５ 報告事項

報告事項 No.１ 平成２９年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験の実施について 

【渡邊教育長】 
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それでは、報告事項に入ります。 

 「報告事項No.１ 平成２９年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験の実施について」で
ございます。説明を教職員課担当課長にお願いいたします。 

【佐藤教職員人事課担当課長】

 報告事項No.１「平成２９年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験の実施について」、御
説明させていただきます。

 お手元の「平成２９年度実施川崎市立学校教員採用候補者選考試験の実施について」のプリン

トにそって御説明いたします。

 １の趣旨でございますが、この試験は、平成３０年度採用予定の川崎市立小学校、中学校、高

等学校及び特別支援学校の教員採用候補者を決定するために実施するものでございます。

 ２の募集対象・募集人員でございますが、表のとおり、小学校区分は、２００名程度、中学校

区分は各教科合わせて、８０名程度を予定しております。昨年度と同様、全教科の募集をいたし

ます。

 また、中学校と共通する教科の高等学校教諭につきましては、中学校区分に含めて募集いたし

ます。高等学校・工業の機械の募集を若干名、特別支援学校区分は３５名程度、養護教諭は５～

１０名の募集となります。例年、辞退者及び特別な事情を除き、名簿登載者は原則として４月１

日に全員採用しております。

 ３の選考区分でございますが、一般選考と特別選考があり、特別選考につきましてはⅠ～Ⅴの

五つございます。

 ４の受験案内・パンフレットの配布でございますが、４月３日（月）から、市内の各区役所・

支所・出張所、行政サービスコーナー等で行っております。

 広報活動といたしましては、市政だよりの５月１日号や川崎市インターネットホームページに

掲載するなどいたします。

 また、教員採用説明会につきましては、市内の市民館等を会場とした説明会を３回、市外は首

都圏、東北、東海、近畿、九州地方の５会場を予定しております。各大学での説明会は、昨年度

と同様、全国で実施いたしますが、首都圏の大学を増やしております。

 ５の受付期間でございますが、５月１日（月）から５月１９日（金）までとし、インターネッ

ト申込みは、５月１９日の午後１０時受信〆切、郵送申込みの場合は、５月１９日消印有効とい

たします。

 ６の第１次試験でございますが、平成２９年７月９日（日）に川崎会場として２箇所、九州会

場として熊本大学で実施いたします。

 ７の第１次試験結果通知でございますが、７月２６日に受験者全員に文書で発送いたします。

また、文書発送後１週間程度、合格者のみの受験番号をホームページに掲載します。

 次に、８の第２次試験でございますが、実技試験を８月１０日に予定しております。実技試験

を実施するのは、中学校の「音楽・美術・保健体育・英語」となります。

 また、個人面接・場面指導については、８月１４日から９月１５日のうち１日実施いたします。

 第２次試験の場面指導・個人面接では、教育委員のみなさまには、試験官として多大な御協力

いただきました。誠にありがとうございます。今年度も御協力よろしくお願いいたします。
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 ９の第２次試験結果通知でございますが、１０月１３日に受験者全員に発送するとともに、第1
次試験と同様、発送後１週間、合格者のみの受験番号をホームページに掲載します。

 最後に、１０の変更点についてでございますが、先程御説明いたしました、インターネット申

込みができるようになったことが主な変更点となります。受験者の申込みの利便性を高めるため

に、実施いたします。

 以上が採用試験の概要となります。

 今年度も、川崎の子どもたちに寄り添い、子どもの思いや願いを受け止め、子どもに意欲と感

動を生み出していけるような人材を、より多く採用したいと考えております。

 これで、御報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。

【渡邊教育長】 

以上のとおり説明をいただきました。 

先ほど、私、「教職員課」と申し上げましたけれども、４月から組織の改編がございまして、正

しい組織名は「教職員人事課」でございますので、訂正をさせていただきます。 

それでは、ただいまの説明につきまして、何か質問等ございましたらお願いいたします。 

【吉崎教育長職務代理者】 

 よろしいですか。前にも聞いたことがあるのですけれども、中学校のところですけれども、例

えば「１０～１５」という波線のところと、「程度」というところがありますよね。この「程度」

と波線はどんな違いがありますか。まず、１点目。 

【佐藤教職員人事課担当課長】 

 まず、「程度」というのはプラスマイナス１を考えております。 

【吉崎教育長職務代理者】 

 プラスマイナス１ね。 

【佐藤教職員人事課担当課長】 

 はい。波線の「１０～１５」の場合は、１２、１３の辺りを考えております。 

【吉崎教育長職務代理者】 

 間のところね。 

 ２点目なんですけれども、去年はちょっと小学校の倍率が下がったと思うんですけれども、ち

ょっと危惧してるんですが、これって応募者を増やす何か手立てを、募集人数は昨年と大体一緒

ですよね。 

【佐藤教職員人事課担当課長】 

 はい、同じです。 
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【吉崎教育長職務代理者】 

 どうやったら、これ、もう少し応募者を増やすことができますか。もうちょっと倍率を上げら

れないですか。 

【佐藤教職員人事課担当課長】 

 昨年度は、３．３から２．３という形で、１倍程度下がったということでございます。名簿登

載者の数を退職者数等に合わせて、たくさん採ったという経緯もございますので、募集人数につ

いては７０名程度の減だったんですけれども、それにしても減という事実には変わりませんので、

その対応といたしましては、今まで実施をしていなかった秋の説明会の中に、今回はかわさき宙

と緑の科学館のほうで、そういった説明会を行っていました。それがまず１点です。 

 それから、２点目といたしましては、今まで首都圏近郊の大学で行ってないところもたくさん

ありましたので、そういったところにも伺うようにはしております。 

 それから、３点目といたしましては、広報活動として、様々なポスターですとか、そういった

ところを今まで以上に掲示したり、そういったところで募集人数を増やすように努めています。 

【吉崎教育長職務代理者】 

 その時ね、市の職員になりますよね。移管されるでしょ。そのことがプラスの意味になってと

っていただけるような広報が必要かなと思うんです。そのへんはどう考えていますか。 

【佐藤教職員人事課担当課長】 

 先ほどの、かわさき宙と緑の科学館、これも川崎の大きな教育の施設でございますけれども、

こういった市の中にあるいろいろな施設をさらにアピールする、また連携してこんなことができ

るんだ、そんな話を前面に出してやっております。 

【吉崎教育長職務代理者】 

 はい、結構です。 

【渡邊教育長】 

 よろしいですか。他の委員の方いかがでしょうか。 

【濱谷委員】 

 初めて市の職員になっての、移管されてからの試験ですよね。いろんなこと全て県と一緒とか

ではなく、市独自でやるような部分もたくさん出てくるんですか。大変な作業があるのかなと、

ちょっと思って。 

【佐藤教職員人事課担当課長】 

 １次試験の実施につきましては、これまでと同様に、県内、横浜、相模原、そして川崎と同じ

形で進めていきます。これは本年度も変わらないことです。ただ、２次試験を今まで以上に、そ

れぞれ自治体の独自性を出す必要があると思っておりますので、そこはいろいろ考えていきたい
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です。 

【濱谷委員】 

 御苦労がたくさんあるかなと思って。よろしくお願いいたします。 

【渡邊教育長】 

 基本的には、採用の事務は、政令市でしたから全部やっていましたから、特にそこでの苦労は

変わるということではないでしょうね。 

【小原委員】 

 参考までに教えてほしいんですけど、小学校の受験とかで、今これ申込書とか申込書の添付資

料とか見てるんですけど、例えばの話ですけど、英語の資格とかを積極的に聞いていくってこと

はしないんですか。 

【佐藤教職員人事課担当課長】 

 ２次試験の個人面談の中では、そういった内容について確認をしていきたいと考えております

けれども、こちらの受験申込みについては特にそういった記述は設けておりません。 

【小原委員】 

 はい、わかりました。ありがとうございました。 

【吉崎教育長職務代理者】 

 今後どうなんですか。今、大体、２０数都道府県と市町村が英語のある点数を持っていると、

準１級以上とか、加算したり、小学校の場合ですよ、小学校にも英語が入るので、加算したりし

ていますよね。２０いくつの県と都道府県だったと思う、指定都市合わせて。こういうことを今

後考えてないんですか、川崎市は。 

【佐藤教職員人事課担当課長】 

 はい、今後は外国語活動の、小学校で本格的に始まりますので、それに備えまして、教員の資

質向上というところで検討はしているところです。まだ、具体的なところはお話しできる内容に

は詰まっていません。 

【吉崎教育長職務代理者】 

 持ち点を何点上げるとかいうのはまだ考えていない。 

【佐藤教職員人事課担当課長】 

 はい。 

【吉崎教育長職務代理者】 



6 

 ちょっとね、考えてもいいかなという気はするんだけど。独自性のある市として。 

【渡邊教育長】 

 小学校の教員の場合、英語だけで人を見てしまうと他にいろんな要素を持っているところでも

ありますので、バランスを欠いてしまってもいけないんでしょうけど、ただそういう加点がある

ということで、魅力を感じて、川崎に応募してくれる人が増えるという要素は大事にすればいい

のかなとは思います。 

 先ほど県費の話がございましたけれども、初任給は少し、この移管の効果で上げることもでき

ましたので。 

【吉崎教育長職務代理者】 

 それを少し強調したらどうですか。説明の時に。 

【渡邊教育長】 

 横浜、神奈川県より高くなりました。 

 大学のほうで、お話しいただければ。 

【吉崎教育長職務代理者】 

 私が言うよりも、それはやっぱり担当課長が言ったほうがいいと思いますよ。学生は結構敏感

に反応すると思うから、そういうこと。 

【渡邊教育長】 

 他の委員さんはいかがですか。 

よろしいようでしたら、ただいまの報告事項No.１について、承認してよろしいでしょうか。 

【各委員】

＜承認＞

【渡邊教育長】 

それでは、報告事項No.１は承認といたします。 

報告事項 No.２ 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の専決事項の報告について

【渡邊教育長】

 次に、「報告事項No.２ 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の専決事項の報告につい
て」でございます。説明を、教育改革推進担当担当課長にお願いいたします。 

【田中教育改革推進担当担当課長】
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 「報告事項No.２ 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の専決事項の報告について」、
御説明します。

 本日の報告は、「川崎市学校運営協議会委員の任免について」の内容です。

１ページにございますとおり、現指定校１０校のうち６校の校長及び教職員委員につきまして、

平成２９年４月１日付けの人事異動に伴い、「川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関す

る規則」第４条第５号に基づいて学校運営協議会委員の任免を同日付けで行いましたので報告い

たします。

専決事項の根拠法令につきましては、３ページの「川崎市教育委員会教育長に対する事務委任

等に関する規則」ならびに「川崎市学校運営協議会規則」の抜粋を御参照ください。

なお、任命期間につきましては、前任者の残任期間となりますが、学校の指定及び委員の任命

の時期が異なっておりますことから、苅宿小学校ならびに稲田中学校の委員につきましては、平

成３０年３月３１日まで、他の４校５名の委員につきましては、平成３１年３月３１日までとな

ります。

説明は以上でございます。 

【渡邊教育長】 

以上のとおり報告をいただきました。御質問等ございましたら、お願いいたします。 

よろしいですか。それでは、ただいまの報告事項No.２、承認してよろしいでしょうか。 

【各委員】 

 ＜承認＞ 

【渡邊教育長】 

 それでは、報告事項No.２は承認といたします。 

６ 閉会宣言 

【渡邊教育長】

本日の会議はこれをもちまして終了いたします。

（１３時２０分 閉会）


